
札幌控訴院（現在の札幌高等裁判所）として建てられ、後に資料
館として開館。現在は市民の美術作品の展示が行われるなど、芸
術文化を発信する場となっている。

 さっぽろの  

今や約196万人が暮らす街へと発展した札幌。ここでは、札
幌の発展に尽力した人物の功績や、市内にある建物の歴史
的背景、見どころなどを紹介。札幌の歩みを振り返ります。

歴史めぐり

今 月 は 資料館（旧札幌控訴院）

利 用 案 内

開館時間9時～19時
休館日月曜（祝日の場合はその翌日）、
年末年始
所在地中央区大通西13
入館料無料。ミニギャラリー、研修室の
貸し出しは有料（いずれも要予約）
交通機関地下鉄東西線「西11丁目」駅
から徒歩約5分
詳細 251-0731

札幌国際芸術祭（SIAF）に関するスペースのほか、札幌出身の画
家・おおば比呂司の作品を集めた記念室などを見学できます。ミニ
ギャラリーや研修室は、一般の方への貸し出しを行っています。

地下鉄東西線

西11丁目駅西11丁目駅

教育文化会館教育文化会館

家庭裁判所
簡易裁判所
家庭裁判所
簡易裁判所

中税務署中税務署

大通公園大通公園

高等裁判所
地方裁判所
高等裁判所
地方裁判所

資料館

サイアフ

ひ ろ し



　＝内容　　＝日時　　＝会場　　＝対象　　＝定員　　＝費用　　＝申込　　＝問い合わせ先　b＝ 電話　c ＝ ファクス　
d＝ Ｅメール　a ＝ ホームページ（11㌻）に詳しい内容を掲載しているもの

※費用、申し込み方法の記載がない場合は、それぞれ無料、当日会場へ行く催しです

歴史 時代に合わせてさまざまな
役割を担ってきた施設

歴史 司法の歴史や知識を
学べる貴重な場所

資料館館長 坂本 晴夫さん
さかもと はる お

札幌軟石を取り入れた建物としては市内最
大の施設です。50年近く裁判所としての役
割を果たし、その後は札幌オリンピックの資
料などを展示していました。現在は市民の絵
画や彫刻などの発表の場として親しまれて
いるとともに、大通公園と一体となった観光
名所になっていますよ。

外壁は主に南区石山で採掘された
札幌軟石とれんがを交互に組み合
わせた「組積造」という造り方を採
用。内観は窓や手すりに使われて
いる建築時の金属の装飾など、当
時の様子が保たれており、重厚な
雰囲気が感じられる。

▶建物の中心にある回り階段のス
テンドグラスは、大正時代の特徴
的なデザインの一つ

◀展示室は現在の
法廷を再現するこ
とも可能

今も残る大正時代の
技術やデザイン

見どころ

資料館の歴史や見どころを一部紹介

1926（大正15）年 札幌控訴院として完成
1947（昭和22）年 司法制度の改正により札幌高等裁判所となる
1973（昭和48）年 裁判所の移設に伴い札幌市に移管。資料館として開館
1997（平成9）年 道内で初めて国の登録有形文化財に選定

資料館のあゆみ

控訴院時代の法廷を復元した刑事法廷展示室は、学生
向けの模擬裁判を行うなど、司法の学習の場として活用

されている。また、ボ
ランティアガイドの解
説を通して、法廷の歴
史や特徴を知ること
もできる。

そ せきぞう
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